
＊注４ 　減免に該当される者とは、生活保護法第６条第２項に定める要保護者及び宇部市就学援助費交付要綱第2
条第１項第２号に定める生活保護法第６条第２項に定める者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認
めた者をいいます。

＊注５ 　おやつ代、延長利用料は減免の対象外です。

減免の理由（該当する番号に丸印を付けてください。）

TEL

＊注１
　宇部市地域学童保育事業利用者負担金の減免については、上記１、２のいずれかに該当する世帯のみが
該当します。年度の途中に、上記１、２のいずれにも該当しなくなった場合には、減免の理由に該当しなくなっ
た翌月から宇部市地域学童保育事業利用者負担金の減免は非該当となります。

＊注２ 　７月末までの申請については４月分までさかのぼって支給、８月以降の申請については申請月からの支給
となります。

＊注３ 　本申請書、また宇部市教育委員会の就学援助の手続きは毎年更新する必要があります。

２　宇部市教育委員会から就学援助費を交付されている世帯

（申請中： 月頃提出） もしくは （決定済： 月頃決定）

１　生活保護世帯

年

Ｈ 年 月 日

日 小

年

Ｈ 年 月

小 年

年

Ｈ 年 月 日

日 小Ｈ 年 月

小

日

利用児童名 生年月日 続柄 小学校名 学年

  宇部市地域学童保育事業実施要綱第１７条に基づき次のとおり負担金の減免を申請します。

  なお、減免の決定にあたり、必要となる世帯構成状況、就学援助認定状況等について、

関係部署に照会し確認することに同意します。

学童保育クラブ名 学童保育クラブ 入所日 月

記

〒

申請書
（保護者）

氏名

住所

宇部市地域学童保育事業利用者負担金減免申請書

宇　部　市　長　　様

令和 年 月 日


